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学士課程における小児看護学実習での看護技術経験の現状
The actual situation and of the nursing skills in child health nursing practice

in Bachelor's Degree Programs
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要旨

　本研究は「小児看護学実習において小児看護技術経験および習得の現状を明らかにする」ことを目的として
行った。2017年度に小児看護学実習を実施した学生のうち本研究への協力を同意した者47名の実習終了時に
提出する「小児看護技術経験表」を研究対象とし、「小児看護技術経験表」の経験結果に記載された経験レベ
ルの自己評価を単純集計し分析した。
　その結果、全 14 カテゴリー 108 項目のうち、指導監視下あるいは単独で実施できたと回答した学生の割合
が 9 割以上であった項目は 23 項目であった。そのうち、アセスメント技術では 6 項目、アセスメントにつな
がる技術では 4 項目、患児や家族への介入に関する技術では 2 項目について 9 割以上の学生が指導監視下ある
いは単独で実施できたと回答した。これらは、2007 年の調査結果を受けて学内での小児看護学関連の授業お
よび小児看護学実習で、学生が意図的に看護技術経験に取り組めるよう働きかけたことが効果的であったと思
われる。一方で筆者らが 2007 年に同じ方法で実施した調査結果と比較したところ、特に清潔援助に関する項
目で「機会なし」と回答した割合が上昇していた。
　以上の結果から、学生の技術実施への意識が向上するよう継続して働きかけていくこととともに、今後実習
場所や受持ち患者の年齢や診断名、入院期間、患児の状態、家族の付き添いなどの実習状況と学生の技術経験
の関連を明らかにし、そのデータをもとに実習施設と調整することで、学生の技術経験率をさらに向上させる
ことにもつながることが示唆された。
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Ⅰ．序論
　2002 年に文部科学省より出された「大学における
看護実践能力の育成の充実に向けて」（看護学教育
のあり方検討会）1）では講義・演習・学内実習・臨
地実習の効果的配置を前提にしたうえで、臨地実習
は看護実践能力の基本を学ぶ１つの授業科目とし
て位置づけられた。加えて 2004 年に出された「看
護実践能力育成の充実に向けた大学卒業時の到達
目標」（同）2）では「看護実践能力育成においては、
看護実践の場で行われる実習や学生の能力評価が
重要な意味をもつ」と述べられている。2007 年 4 月
には「看護基礎教育の充実に関する検討会報告書」
3）が出された。この報告書では保健師助産師看護師
学校養成所指定規則の教育内容改正案が出され、か
つ「看護基礎教育修了時に習得しておく必要がある
看護技術の種類と到達度案」が明確化された。2011
年に出された「大学における看護系人材養成の在り
方に関する検討会　最終報告書（平成 23 年 3 月）」
4）では、学士課程で養成される看護師に必要な看護
実践能力を明示し、学士課程における看護学教育の
質保障について具体的な提言がなされた。2017 年
10 月に出された「看護学教育モデル・コア・カリ
キュラム」においても、更なる改善が必要な事項と
して、実習場の確保、学部教育と卒後の看護実践と
の乖離解消、根拠に基づいた看護実践ができる能力
の向上、などの課題が挙げられている 5）。このよう
に、看護教育における看護技術や実践能力は常に検
討を重ねられている。
　小児看護学実習においても、少子高齢化および小
児医療の危機、総合病院小児病棟の閉鎖、小児拠点
病院の形成に伴う小児医療の一極集中化、看護系大
学の増加等で小児看護学実習の実習可能施設は減
少している。加えて入院する小児患者数そのものが
減少している現状がある。筆者らが2007年度に行っ
た4年次の小児看護学実習における小児看護技術に
焦点を当てた研究結果 6）より、小児看護技術の習得
度を向上させるには、実習中に行う患児や家族への
関わりで看護技術を意図的に行えるよう意識付け
ることが重要であり、指導のあり方を再考する必要
があるなどの課題が明らかになった。その後学内で
の小児関連科目の講義・演習の改善や実習先との調
整等を通して、実習における学習効果の改善を図っ
てきた。
　小児看護の臨床の場においては、看護基本技術に

加え、小児の幅広い発達段階の特性から小児に特化
した知識が求められることが多い。しかし、近年は
少子化や医療技術の進歩に伴う入院日数の短縮化
等で、実習施設の状況や入院する子どもとその家族
の状況も変化している。2013年の宮谷ら 7）の学士課
程の教員を対象にして行った小児看護学実習に関
する調査では、小児看護学実習の場として病棟と保
育園が減りそれ以外の場へと拡大していた。また、
学生の受け持ち対象となる患児の減少は 73.7%、学
習内容の減少は51.3%の教員が感じていた。さらに
教員の認識において、受け持ち患児と学習内容の減
少については関連があり、新たな指導方法や実習の
場について検討していく必要性が示唆されている。
　このように、現在大学における小児看護学実習の
場所や方法は様々であり、また社会情勢の影響もあ
り近年大きく変化しており、それぞれの臨地実習の
場に合わせて学習効果を発揮できるよう工夫する
必要がある。さらに、卒業後に臨床の場において小
児看護技術を習得する機会は在学時より更に少な
くなることは容易に想像でき、混合病棟化により成
人患者に混在して入院している小児患者への看護
の質の低下は懸念される。その点からも、看護基礎
教育の場である大学で小児看護学のより効果的な
理解・習得を支援する必要がある。
　そのため、まずは現在の実習環境における小児看
護学実習での小児看護技術の経験・習得状況を明ら
かにする必要があると考えた。本研究では「小児看
護学実習において小児看護技術経験および習得の
現状を明らかにする」「2007 年の研究結果 6）との比
較から、看護学科学生が小児看護学実習において経
験している看護技術の変化を明らかにする」ことを
目的として研究をおこなった。

Ⅱ．研究方法
1．研究対象者
　学士課程に在籍する看護学科学生で、2017 年度に
小児看護学実習を実施した学生のうち、本研究への
協力に同意した者を研究対象者とした。

2．研究期間
　2017 年 9 月～ 11 月
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3．データ収集方法
　研究協力への同意を得られた看護学科学生が、小
児看護学実習の終了時に提出する「小児看護技術経
験表」の経験結果に記載された経験レベルの自己評
価を分析対象とした。
　この「小児看護技術経験表」は、2007 年に出され
た「看護基礎教育における技術教育の在り方に関す
る検討会報告書」3）の中で記された「看護基礎教育
修了時に習得しておく必要がある看護技術の種類
と到達度案」をもとに、2007 年に本学小児看護学教
員が実習施設の特徴や実習方法を考慮し、実習施設
の方針や意見も確認しながら小児看護学実習に特
化した形に改変したものである。「看護基礎教育修
了時に習得しておく必要がある看護技術の種類と
到達度案」では 13 項目あげられているが、小児看
護では子どもだけでなくその家族も含めて看護の
対象として捉えるため、「小児看護技術経験表」に
は「家族支援の技術」を設け、14 項目とした。その
後2項目について修正を加えたものを本研究で使用
している。本研究で用いた「小児看護技術経験表」
の項目の詳細については、結果とともに表１に示し
た。
　学生には、小児看護学実習中の「環境調整技術」

「食事援助」「排泄援助」など計 14 カテゴリー 108
項目について、それぞれの技術経験・見学による
実施・理解の到達度などの経験レベルを「機会な
し」「見学」「固定・介助」「指導監視下で実施」「単
独実施」の 5 項目で自己評価してもらった。このう
ち、「固定介助」は注射など侵襲を伴う処置におい
て、患児が安全に処置を受けられるよう行う固定や
患児への声かけをさす。また「単独で実施」につい
ては、学生が実施にあたっての目的、方法（手順・
物品）、効果、影響（副反応）とその確認・評価に
ついて事前学習、理解し、実施できる状態にあるこ
と、さらに実施前に教員と指導者の実施計画の確認
後実施することを意味している。

4．分析方法
　この「小児看護技術経験表」の経験結果を単純集
計し分析した。また、今回の分析結果と、筆者らが
2007 年に行った研究結果 6）の比較を行い、現在の小
児看護学実習での看護技術経験の状況を考察した。
　なお、2007 年と今回の研究で用いた「小児看護技
術経験表」で異なる項目は 2 項目であり、その項目

については 2007 年研究結果との比較からは除外し
た。

5．倫理的配慮
　実習終了時の提出課題を研究対象とするため、学
生への倫理的配慮については細心の注意を払った。小
児看護学実習がすべて終了し、さらに成績評価が学生
に公開されたのちに研究協力への依頼を行った。
　研究協力の依頼では、研究目的、方法、および①
学生が記入した「小児看護技術経験表」は表中の経
験結果の欄の数値のみをデータとして転記する②
研究結果は、研究報告書や関連学会などで公表する
予定があるが、研究協力者である学生の個人特定に
つながる情報に関しては一切公表しない③研究協
力は自由意志であり、断わることもできる④この研
究に協力しなくても小児看護学実習の成績へは一
切影響しない、などの倫理的配慮について、文書及
び口頭にて説明をおこなった。同意書への署名・提
出をもって同意を得られた学生の「小児看護技術経
験表」を研究対象とした。同意書の回収については
回収ボックスを設け、研究者が直接受け取ることの
ないよう配慮した。
　なお、本研究は山口県立大学生命倫理委員会の承
認を受けて行った（承認番号 29-35）。

Ⅲ．結果
　本研究への研究協力の同意が得られ、かつ記入漏
れがなかった「小児看護技術経験表」は 47 部であっ
た。なお、本研究の研究対象者である学生の小児
看護学実習の内容としては、小児病棟実習５日間、
小児科外来実習３日間、NICU 実習１日間の実習で
あった。
　この項では、「小児看護技術経験表」の 14 カテゴ
リーについて結果を述べる。全14カテゴリー108項
目のうち、指導監視下あるいは単独で実施できたと
回答した学生の割合が 9 割以上であった項目は 23
項目であった。全 14 カテゴリーにおける小児看護
技術経験度の結果を、表１に示した。

1．環境調整技術について
　【療養生活環境調整（室温・湿度・換気・採光・臭
気・騒音）】では 43 名（91.5％）、【療養生活環境調整

（ベッド内・ベッド周囲の整備）】では 46 名（97.9％）
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表 1　小児看護学実習における看護技術経験割合
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が単独で実施していた。また、【ベッドメイキング】
【リネン交換】ではいずれも 46 名（97.9％）が単独
あるいは指導の下で実施できていた。この環境調
整技術については、「看護基礎教育修了時に習得し
ておく必要がある看護技術の種類と到達度案」3）で
は、単独で実施できるレベルに設定されている。こ
れらの技術が経験できるのは主に病棟実習である
が、【療養生活環境調整】については実習時間内随
時、【ベッドメイキング】【リネン交換】は少なくと
も週1回のシーツ交換時に実施する機会はある。そ
のため、ほとんどの学生が実施する機会があり、単
独で実施できていた。【ベッドメイキング】で指導
監視下での実施が 8 名（17.0%）だったのは、術後
ベッドの準備等も含まれていると思われる。

2．食事援助（授乳を含む）について

　基本的な生活援助技術である【食事（摂取機能及
び自立状況のアセスメント）】は 46 名（97.9％）、【食
事（環境設定）】は 29 名（61.7％）、【食事（自立支
援・介助）】は 20 名（42.6％）が単独で実施したと
回答していた。【栄養状態・体液・電解質バランス
のアセスメント】は 45 名（95.7％）の学生が単独あ
るいは指導・監督下で実施していた。
　介助に関する項目での実施率が低下しているの
は、学生が受け持っている患児の多くが乳幼児で家
族の付き添いがあること、受け持つ患児の多くが呼
吸器感染症や消化器感染症の急性期であり治療の
ため絶食や状態に伴う食欲低下があることなどが
影響していると思われる。【食生活指導】に関して
は、15 名（31.9％）が単独あるいは指導・監督下で
実施でき、5 名（10.6％）が見学する機会を得てい
た。また、【経管栄養（経鼻胃チューブの挿入）】は
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46 名（97.9％）、【経管栄養（流動食の注入）】につ
いてはいずれ 42 名（89.4％）が「機会なし」と回答
していた。

3．排泄援助について
　【自然排尿・排便援助（排泄機能及び自立状況の
アセスメント）】は、42 名（89.4％）が単独あるい
は指導・監督下で実施していた。【自然排尿・排便
援助（環境設定）】は 16 名（34.0％）、【自然排尿・
排便援助（自立支援・援助）】は 16 名（34.0％）が
単独あるいは指導・監督下で実施していたが、それ
ぞれ 29 名（61.7％）、26 名（55.3％）が「機会なし」
と回答していた。【オムツ交換】は見学できた学生
が 28 名（59.6％）おり、8 名（17.0％）が単独ある
いは指導・監督下で実施できていた。【便器・尿器

（使用説明・介助・管理）】【膀胱内留置カテーテル
法】【導尿】は 8 ～ 9 割が、【ストーマ造設者のケア】
は全員が「機会なし」と回答していた。

4．活動 ･ 休息援助について
　【歩行・移動（運動機能及び自立状況のアセスメン
ト）】は 42 名（89.4％）、【入眠・睡眠状況のアセス
メントと援助】は 42 名（89.4％）が単独で実施して
いた。【歩行・移動（環境設定）】は 34 名（72.3％）、

【歩行・移動（自立支援・介助）】は 31 名（66.0％）、
【安静・制限（子どもへの説明、環境設定）】は 43
名（91.5％）が単独あるいは指導・監督下で実施し
ていた。また、小児看護特有の技術と言える【活動

（発達と病状を考慮した遊び・学習）への援助】は
42 名（89.4％）が単独で実施していた。
　【移送（車椅子）】は 32 名（68.1％）、【移送（スト
レッチャー）】は 36 名（76.6％）が、【体位交換】で
は 31 名（66.0％）が「機会なし」と回答していた。

5．清潔・衣生活への援助について
　【清潔行為（自立状況のアセスメント）】【更衣（自
立状況のアセスメント）】はいずれも 45 名（95.7％）
が単独あるいは指導の下で実施していた。【清拭（自
立支援・介助）】は 37 名（78.7％）が単独あるいは
指導の下で実施していたが、【入浴（自立支援・介
助）】は 39 名（83.0％）、【部分浴（手浴・足浴・座
浴）】は 45 名（95.7％）、【洗髪（自立支援・介助）】
は 36 名（76.6％）が「機会なし」と回答していた。
学生が受け持つ患児は急性期であることが多く、そ

のため清拭は経験できたものの、入浴・部分浴・洗
髪ができなかったケースがあることが影響してい
ると考えられる。また、受け持ち患児の多くが乳幼
児であり、入浴が可能な患児でも父親や母親と一緒
に入浴する事例も多く、学生が実施する機会が少な
かったのではないかと思われる。
　【整容（自立支援・介助）】は 19 名（40.4％）が単
独あるいは指導・監督下で実施しているが、18 名

（38.3％）が「機会なし」と回答していた。【寝衣交
換などの衣生活援助（自立支援・介助）】は 40 名

（85.1％）が、【寝衣交換などの衣生活援助（輸液ラ
イン等が入っている患者）】は 26 名（55.3％）が単
独あるいは指導・監督下で実施していた。【寝衣交換
などの衣生活援助（臥床患者）】では 31 名（66.0％）
が「機会なし」と回答していた。
　【口腔ケア（自立支援・介助）】は 35 名（74.5％）、

【沐浴】は 24 名（51.5％）が「機会なし」と回答し
ていた。

6．呼吸 ･ 循環を整える技術について
　【体温調整】は 27 名（57.4％）が単独あるいは指
導・監督下で実施していた。【吸引（口腔・鼻腔）】
は 30 名（63.8％）、【気道内加湿法（薬液の吸入介
助）】は 22 名（46.8％）の学生が「見学」あるいは

「固定介助」をする機会を得ていた。【吸引（口腔・
鼻腔）】や【気道内加湿法（薬液の吸入介助）】は、
病棟だけでなく、小児科外来でも行う頻度の高い処
置であったため、約半数の学生が見学する機会を得
ていたと思われる。また、【気道内加湿法（薬液の
吸入介助）】では本来求めるレベルを超える指導監
視下あるいは単独で実施したと回答した学生が7名

（14.9％）いたが、これは受け持ち患児に治療として
複数回行われる中で、看護師の指導見守りのもと吸
入嘴管を学生が持つという体験をした結果だと思
われる。【気道内加湿法（観察・子どもへの説明）】
では 14 名（29.8％）が単独あるいは指導・監督下で
実施していた。
　【酸素吸入療法（管理→観察・アセスメント・報
告）】は 6 名（12.8％）が実施、14 名（29.8％）が見
学できていた。【吸引（気管内）】は 10 名（21.3％）
が見学する機会を得ていた。これは、病棟実習で受
け持ち患児の不在時に、看護師に同行して複数の患
児のケアを見学実習できたことや、NICU 実習で機
会があったことが考えられる。【低圧胸腔内持続吸
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引】【人工呼吸器の操作】に関しては、全員が「機
会なし」と回答していた。

7．創傷管理技術について
　【包帯法】は 37 名（78.7％）、【創傷処置】は 36 名

（76.6％）、【褥創の予防ケア】は 37 名（78.7％）が
「機会なし」と回答していた。

8．与薬管理技術について
　【経口・経皮・外用薬の与薬方法（情報提供及び子
どもへの説明・観察）】は 38 名（80.9％）、【皮内・皮
下・筋肉内・静脈内注射の方法】は 39 名（83.0％）、

【点滴静脈内注射・中心静脈栄養の管理（ルート・刺
入部の観察）】は 46 名（97.9％）、【輸液ポンプの管
理】は 42 名（89.4％）、【点滴落下速度の調整】は 45
名（95.7％）が見学、固定介助、指導・監督下で実
施、及び単独で実施する機会（以後、「見学以上の機
会」とする）があったと回答していた。特に、【皮
内・皮下・筋肉内・静脈内注射の方法】では、31 名

（66.0％）が「固定介助」、14 名（28.9％）が「見学」
と回答していた。これは、小児科外来実習中に予防
接種外来の日が組み込まれており、予防接種は予約
制ではないため日によって人数の変動はあるもの
の、学生の事前学習および臨床指導者の事前指導お
よび監視のもとで、ほとんどの学生が 1 回以上の皮
下注射時の固定介助に参加することができている。
そのため、ほぼ全学生が皮下注射の固定介助に関し
ては、経験できたと思われる。しかし、2 名（4.3％）
の学生が「機会なし」と回答していた。【直腸内与
薬方法】は 38 名（80.9％）、【輸血の管理】は 44 名

（93.6％）が「機会なし」と回答していた。

9．救命救急処置技術について
　【意識レベルの観察】に関しては、30 名（63.8％）
の学生が単独あるいは指導・監督下で実施してい
た。これは、意図的に意識レベルを観察している学
生に加えて、術直後の患児を受け持つ機会があった
学生がいたためであると思われる。その他の項目に
関しては 9 割以上が「機会なし」と回答していた。

10．症状・生体機能管理技術について
　【バイタルサイン（体温・呼吸・脈拍）の測定と
観察】は 47 名（100％）が単独で実施したと回答し
ており、全員が実施できていた。【バイタルサイン

（血圧）の測定】は 43 名（91.5％）が単独あるいは
指導・監督下で実施していた。【身体測定（身長・体
重）】は 46 名（97.9％）、【病状・病態の観察】は 47
名（100％）の学生が単独あるいは指導・監督下で実
施していた。特に【身体計測（身長・体重）】は、小
児科外来実習の中で行われる1ヶ月健診や乳児健診
の際に、身長・体重・頭囲・胸囲を測定する機会が
あり、予防接種外来と同様に日によって受診者数の
変動はあるものの、ほとんどの学生が体験できてい
る技術の一つであることがわかる。【検査時の援助】
各項目については、ほとんどが小児科外来実習中に
見学できる項目だが、その日の小児科外来の受診状
況や受診患児の状態などによって、学生が見学・実
施できる割合に影響がでていると思われる。
　【検査時の援助：採血】については、見学が 15 名

（31.9％）、固定介助が 30 名（63.8％）とほとんどの学
生が見学あるいは固定介助を実施できていた。【検
査時の援助：心エコー】は 45 名（95.7％）の学生が
見学できていた。

11．感染予防の技術について
　【訪室前後及び処置・ケア後の手洗い】【ユニホー
ムの清潔】については 46 名（97.9％）が単独あるい
は指導・監督下で実施していた。【感染性廃棄物の
取り扱い（排泄物）】は 40 名（85.1％）が単独ある
いは指導・監督下で実施していた。【スタンダード
プリコーションの理解】は全員が単独で実施してい
た。【医療用廃棄物の取り扱い（注射針等）】は 42 名

（89.4％）が、【無菌操作】は 34 名（72.3％）が見学
の機会を得ていた。

12．安全管理の技術について
　【療養生活の安全確保（年齢に応じた誤飲・窒息予
防、危険物の管理）】は 44 名（93.6％）、【転倒・転
落・外傷予防】は 46 名（97.9％）が単独あるいは指
導・監督下で実施できていた。これは、受け持つ患
児の多くが乳幼児で発達の途上にあること、また急
性期で輸液等の治療が行われている患児がいたこ
となど、学生自身も子どもの安全に配慮する必要性
が意識できていたためと思われる。【医療事故予防】
は 40 名（85.1％）、【リスクマネージメント（認識→
分析→対応→評価のプロセス）】は 38 名（80.9％）
が単独あるいは指導・監督下で実施しており、小児
看護学実習における学生の安全管理に対する意識
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や知識は高いのではないかと推測される。

13．安楽確保の技術について
　【リラクセーション（気分転換、ストレス緩和へ
のケア）】は 42 名（89.4％）が単独で実施できてい
た。これは小児の気分転換やストレス緩和の方法の
一つとして遊びがあることから、前述の活動・休息
援助【活動（発達と病状を考慮した遊び・学習）へ
の援助】とも共通する部分だと考えられる。【体位
保持】は 35 名（74.5％）、【罨法等身体安楽促進ケア

（症状の緩和）】は 24 名（51.9％）が単独あるいは指
導・監督下で実施していた。

14．家族支援の看護技術について
　この項目は、小児看護学実習では欠かせない技術
である。【付き添い者の基本的生活（睡眠・食事・排
泄・清潔）への援助】では 44 名（93.6％）が、【家
族の理解度のアセスメントと理解度に応じた説明】
では 42 名（89.4％）が単独あるいは指導・監督下で
実施していた。

Ⅳ．考察

1．現在の小児看護学実習での技術経験の状況
　ここでは、現在の小児看護学実習での看護技術経
験状況のうち、まず学生の実施経験の割合が高かっ
た項目のうち、アセスメント技術、アセスメントに
つながる技術、患児や家族への介入に関する技術に
わけて考察する。

1）アセスメント技術について
　小児看護学実習を終えた学生のうち、9 割以上の
学生が指導監視下あるいは単独で実施できた技術
の１つとして、アセスメント関連の項目が挙がる。

【食事アセスメント】97.9%、【歩行移動アセスメント
（運動機能及び自立状況）】91.5%、【入眠・睡眠状況
のアセスメントと援助】91.5%、【清潔行為（各項目
の自立状況のアセスメント）】95.7%、【更衣（自立
状況のアセスメント）】95.7%。【付添者の基本的生
活（睡眠、休息、食事、排泄、清潔）のアセスメン
トと援助】93.6％と、ほとんどの学生が指導監視下
あるいは単独で実施できたと回答していた。
　アセスメントは患者を理解し必要な看護援助を

導き出すうえで最初に取り組む技術であるが、特に
小児看護学実習では、患児の病状に加え、子どもの
発達段階や家族の存在、成人とは異なる視点で患児
や家族を観察し、関わり、情報をとることが必要に
なる。子ども自身がどこまで何ができているのか、
可能なのか、また家族がどのように子どもの発達や
病状、治療等でできなくなっていることを補ってい
るのかを把握する必要がある。そのため、情報をと
り理解しアセスメントしようという意識が高まっ
た結果、実施できた割合が高くなっているのではな
いかと考える。2007 年に行った筆者らの調査 6）で
は、アセスメントに関する項目の実施割合は高いも
のの、「経験なし」と回答した学生もおり、「これは、
学生の中に、アセスメントとは病気かどうかの査定
のために行われるもので、元気であれば必要ない、
という意識がどこかにあるためではないか。」と考
察している。そのため、その後の小児看護学に関連
する講義、演習、実習で、「受持ち患児が元気であ
る」ということを確認する際にも、観察やデータ、
関わった情報などから「元気である」と判断した根
拠があるはずであること、それがアセスメントの一
過程であること、専門職としてアセスメントを意図
的に行うことの必要性を繰り返し伝えてきた結果、
ほぼ全員の学生が意図的にアセスメントを行い、そ
の結果実施率が高かったのではないかと考える。

2）アセスメントにつながる技術について
　アセスメントにつながる技術として学生が指導
監視下あるいは単独で実施した割合が 90% を超え
ていた項目は、【バイタルサイン（体温・呼吸・脈
拍）の測定と観察】100%、【バイタルサイン（血圧）
の測定の観察】91.5%、【身体計測（身長・体重・頭
囲・胸囲）】97.9%、【病状・病態の観察】100％で
あった。特に【バイタルサイン（体温・呼吸・脈拍）
の測定と観察】は単独で実施した割合が 100% であ
り、全学生が実習期間内に「単独で実施できた」と
思える技術経験ができたことがわかる。
　これらの技術のうち、【バイタルサイン（体温・呼
吸・脈拍）の測定と観察】【病状・病態の観察】は
小児病棟での実習で受持ち患児に対して実施が可
能である。小児病棟実習では、学生に患児の状態・
病態をアセスメントし、看護過程を展開することが
実習目標の一つになっているため、まず受持ち患児
の状態をアセスメントにつながる技術となる【バイ
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タルサイン（体温・呼吸・脈拍）の測定と観察】【病
状・病態の観察】については全員が指導監視下ある
いは単独で実施できていたと考える。特に、【バイ
タルサイン（体温・呼吸・脈拍）の測定と観察】に
ついては全員が単独で実施できたと回答している。
学生にとって、小児病棟実習が初めて小児のバイタ
ルサインを測定する機会となるが、【バイタルサイ
ン（体温・呼吸・脈拍）の測定と観察】は何度も実
施する機会があったため、単独で実施できると学生
が実感できたのではないかと考える。
　【バイタルサイン（血圧）の測定の観察】について
は、小児病棟実習での受持ち患児では血圧測定が必
要なく経験できない学生もいたが、小児科外来実習
でも経験することができていたため、9 割以上の学
生が経験できたと思われる。また、【身体計測（身
長・体重・頭囲・胸囲）】は主に小児科外来実習で
経験できる技術であり、臨床指導者も可能な限り学
生に経験させる機会を作っている。そのため、9 割
以上の学生が指導監視下あるいは単独で実施でき
たと回答したと思われる。
　以上のことから、小児看護学実習の場によって経
験できる技術が異なることが考えられる。そのた
め、今後、それぞれの実習場所で経験できる技術を
分析し、実習場所による調整や実習指導の検討を行
うことで、学生がさらに多くの技術を経験できる機
会を増やしていくことが課題である。

3）患児や家族への介入に関する技術について
　患児や家族に直接介入する技術のうち、学生が指
導監視下あるいは単独で実施した割合が 90% を超
えていた項目は、【活動（発達と病状を考慮した遊
び・学習）の援助】97.9%、【安静・制限（子どもへ
の説明、環境設定）】91.5% であった。これらの技
術は、子どもの身体への侵襲が軽度なため、学生に
とっては比較的介入しやすい技術である。そのた
め、9 割以上の学生が指導監視下あるいは単独で実
施できたと思われる。
　その一方で、単独での実施が求めるレベルとして
いる項目のうち、【食事（自立支援・介助）】42.6％、

【自然排尿・排便援助（自立支援・介助）】34.0% と
生活にかかわる項目で指導監視下あるいは単独で
実施できたと回答した割合が5割を下回っている項
目もあった。これらの項目については、アセスメン
トの結果、学童期以降の患児の場合である程度自立

できており、学生による支援や介助が必要ないと判
断した可能性がある。また、受持ち患児に家族が付
き添っている事例が多く、そのため受持ち患児の生
活面での支援は家族が行っていることが多いこと
も影響しているのではないかと思われる。
　以上のことから、受持ち患児の年齢や状態、家族
の付き添い状況などが、学生の技術経験率に影響し
ていることが考えられる。今後は、受持ち患者の年
齢、診断名や状態、家族の付き添い状況と技術経験
の関連を明らかにし、小児看護学実習の際に受持ち
患児を決める際の参考にすることで、学生の技術経
験率を向上させることにもつながると考える。

2．2007 年の研究結果 6）との比較から見える小児看
　 護学実習における技術経験の変化
1）2007 年の研究結果と比較して、技術経験率が向
　 上した項目
　2007 年の研究結果と比較して、指導監視下あるい
は単独で実施できた技術経験率が 30% 以上上昇し
ていた項目は以下の通りであった。以下の項目での
技術経験率について、それぞれ 2007 年結果→今回
結果で示す。
　【ベッドメイキング】は 62.5% → 97.9%、【リネン交
換】62.5% → 97.9%、【点滴静脈内注射・中心静脈栄養
の管理（ルート・刺入部等の観察）】47.5% → 78.7%、

【意識レベルの確認】22.5% → 63.8%、【検査時の援助
（パルスオキシメーターの使用）】5.0% → 36.2% で、
これらの4項目についての指導監視下あるいは単独
で実施できた割合が 30% 以上上昇していた。【ベッ
ドメイキング】【リネン交換】【点滴静脈内注射・中
心静脈栄養の管理（ルート・刺入部等の観察）】【意
識レベルの確認】の 4 項目については、2007 年時の
実習時と同一施設であり、実習施設における状況は
大きく変化していないと思われる。しかし、学生の
技術経験率が上昇していたのは、学生の技術実施に
対する意識が向上したためではないかと考える。ま
た【検査時の援助（パルスオキシメーターの使用）】
についても、小児病棟実習でも経験できる。さらに
近年、小児科外来において受診患児のトリアージが
導入されており、初診患児のトリアージに学生の同
行させてもらう機会が増えていることが影響して
いると思われる。トリアージを行う看護師に同行
し、患児の状態によっては学生がパルスオキシメー
ターの装着や測定をする機会があるため、【検査時
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の援助（パルスオキシメーターの使用）】の指導監視
下あるいは単独で実施できた割合が 5% から 36.2%
に上昇したと思われる。
　以上のことから、学生へ技術実施の意識を向上さ
せることや実習状況の変化が、技術実施率の向上へ
とつながっていると考える。

2）2007 年の研究結果と比較して、実施経験率が低
　 下した項目
　一方で、2007 年の研究結果と比較して、「機会な
し」と回答した割合が上昇していた項目は以下の通
りであった。以下の項目での技術経験率について、
それぞれ「機会なし」と回答した割合を 2007 年結
果→今回結果で示す。
　2007 年の研究結果と比較して実施経験率が低下
した項目はいくつかあったが、特に清潔援助に関す
る項目での「機会なし」と回答した割合の上昇が
目立った。清潔援助にかんする項目で「機会なし」
と回答した学生は、【部分浴（手浴・足浴・坐浴）】
62.5% → 95.7%、【洗髪】55.0％→ 76.6% であった。こ
れらの項目については、付き添いの家族が援助でき
る【入浴（自立支援・介助）】と異なり、ベッドサイ
ドで行われる援助である。これらの技術を受け持ち
患児に実施できるかどうかは、患児の状態も影響を
与えると思われる。また、呼吸器疾患など急性期の
患児を受け持つ場合は回復とともに退院となる事
例もあり、実習する小児病棟における入院患児の入
院期間や疾患にも影響を受けている可能性がある。
　一方で、学生がこれらの技術を実施できるかどう
かを意識してアセスメントし計画していないと実
施できない技術でもある。そのため、学生が意図的
に清潔援助を含めた生活支援の技術について計画・
実施できるよう、患児の状態や状況に応じて適時指
導を行っていくことも重要であると考える。

Ⅴ．結論
1．全 108項目のうち、指導監視下あるいは単独で実
施できたと回答した学生の割合が 9 割以上であっ
た項目は 23 項目であった。

2．今後も、学生が意図的に技術を実施できるよう、
学内での講義や演習も含めて継続的に働きかけ
ていくことが重要であることが示唆された。

3．実習場所や受持ち患者の年齢や診断名、入院期
間、状態、家族の付き添いなどの実習状況と学生

の技術経験の関連を明らかにし、そのデータをも
とに実習施設と調整することで、学生の技術経験
率を向上させることにもつながる可能性がある
ことが示唆された。
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